
児童手当・特例給付を受給している方へ
現在、本市で児童手当・特例給付を受給している方専用のフローチャートです。

ご確認いただき、手続きが必要な場合は「監護相当・生計費負担についての確認書」をご提出いただき
ますよう、お願いいたします。

手続きが必要です

同封の「監護相当・生計費の負担について
の確認書」に大学生年代の状況を記入し、
子育て支援課に提出してください。

※ 大学生年代の子が就職している場合、養育者が生計費（食費や光熱水費等）を負担
しているとき、養育とみなすことができます。

担当:白石市保健福祉部子育て支援課 総務係
電話:0224-26-8836
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大学生年代（H14.4.2~H18.4.1生)の兄姉を、養育 していますか

大学生年代及び、高校生年代（H18.4.2~H21.4.1生）と、受給中

の児童を合わせて、３人以上になりますか

手続きは不要です

本市に登録されている情報により、引き続き認定
または、高校生年代の追加（額改定）が行います。
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